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株式会社 東洋トラスト特機の障害者雇用に関する取り組み等 

 

   ・障害者の活躍推進のためのリーダーシップ・部署横断体制の確立（障害当事者 

    も参画） 

     中途障害の社員に関して、トップの決裁の下に、仕事内容や配置について検 

討する会議体を発足し、社を挙げて復職支援を行った。 

 

   ・過去３年以内に、障害特性に配慮した職務を選定・創出 

   ・適切な方法により個々の障害特性に配慮した職務をマッチング 

   ・過去３年間に、障害者の職場定着のための外部機関との連携・社会資源の活用 

    を実施 

     前述の会議体において、社内から当該社員の行う職務の選定・創出について 

    意見を収集し、その後、ハローワークや医療機関、産業医の意見も取り入れた 

上で、当該社員に実際の業務を行ってもらった。 

併せて、障害特性とその特性に応じた業務の把握のため、障害者職業センタ 

    ーの実施する「職業評価」を受験し、職務のマッチングを図った。 

     その後は、職場定着のためハローワークと継続的な連携を行い、実際に職場 

    に訪問してもらうことで、当該社員の職場復帰支援状況について確認を行って 

    もらっている。 

 

   ・支援担当者の配置等 

     障害当事者の配属部署に支援担当者を配置し、業務指導（管理）及び、健康 

    管理、生活における相談等を実施している。 

     また、必要があった都度、支援担当者は、ハローワークや医療機関と連携し、 

    経過管理や現状の把握に努めている。 

 

   ・障害特性に配慮した作業施設・設備等の整備 

     障害当事者の職場作業環境については、施設内トイレ及び階段に補助用手摺 

    を設置。 

     また、配属先事務所の入り口にスロープを設け、段差を無くした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        階段に手摺を設置         介助手摺付きトイレ 
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廃材を利用したスロープ     スイパーの持ち手が滑らないよう工夫 

 

・障害特性に配慮した作業手順の簡素化 

     障害当事者（高次脳機能障害）への作業指示について、口頭のみでなく、文 

字として簡潔に指示を出すことで、意思の疎通を図っている。 

 

   ・その他の健康管理・福利厚生 

     事業者との業務委託契約を結び、メンタルヘルス等の健康管理を目的とした 

    相談ができる体制を整えている（月に一度、臨床心理士による相談室を設けて 

おり、自由に利用ができる）。 

 

   ・フレックスタイム制度の活用 

     労働条件通知書において、就業時間は身体の状態に応じ調整を行うことが可 

    能であることについて、明記を行った。 

    

   ・短時間勤務制度の活用 

     障害当事者の回復状況、職務習得状況を鑑み、本人と家族の意思を尊重した 

    就業時間を設定した。また、休職からの復職時には、労働条件通知書において、 

    リハビリを主とした時短勤務や、通院日以外の就業日の設定など、本人の生活 

    に合わせた勤務時間となるよう労働条件の設定を行った。 

 

・時間単位の年次有給休暇制度の活用 

     時間単位の年次有給休暇については全社員が利用でき、実際に通院や体調不 

    良による早退等での活用が行われている。 

 

   ・その他、障害特性に配慮した制度・仕組みの整備・活用（休職制度） 

     就業規則において、「元の職務に復帰させることが困難又は不適当な場合は、 

    休職前の職務と異なる職務に就かせる場合がある」と規定しており、実際に制 

    度を活用し、復帰後に異なる職務への転換を図った際に、障害特性に配慮した 

    配置を行った。 
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   ・職場復帰プランの策定・実施の実績がある 

     中途障害により休職した社員を円滑に職場復帰させるための職場復帰プラン 

    の策定・実施を行った。プランの策定は、自社で作成の「職場復帰支援要領」 

に基づくものとし、医療機関、支援機関、産業医や本人、家族との面談や、社 

内においての支援を検討し、計画的に復職ができるよう体制を整えた。 

 

・障害者の業務管理のための日報の作成 

     障害者専用の日報を整備し、日々の業務確認が同時にできるよう考慮してい 

    る。 

     また、自身の日報を書くことで業務の理解及び上肢リハビリに役立てている。 

    

   ・実雇用率が法定雇用率の３倍以上 

     令和４年６月１日時点における常用雇用労働者数は５５．５人、雇用障害者 

    数は４．０人であり（うち身体障害者：４．０人）、実雇用率は７．２１％と 

    なる。（法定雇用率は２．３％） 

 

   ・過去３年間に雇い入れた障害者の雇入後６か月（及び１年）経過時点の定着率 

    が９０％以上（及び８０％以上） 

     過去３年間に雇い入れた障害者は１名であり、定着率は１００％である。 

 

   ・その他のキャリア形成に関する実績 

     中途障害の社員について、休職からの復職時には短時間勤務正社員として１ 

    日当たり３時間での勤務を行っていたが、その後業務の慣れに応じ、徐々に所 

定労働時間の延長を行った。将来は本人の希望も踏まえ、フルタイムの勤務に 

戻すことも検討している。 

 

 

 


